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平成26年度決算見込みに基づく福岡支部における収支差：①作成の目的等 
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1. 支部別収支作成の目的 

 平成26年度における都道府県別医療費等の実績が明らかになったことから、この実績を用いて、平成26年度の各支

部における収支差を算出しました。 

 平成26年度の都道府県単位保険料率は、2年前の平成24年度の実績の医療費や総報酬額をもとに収支を見込んだう

えで算定していますが、今回の支部別収支の収支差は、医療費等が料率算定時の見込みからどの程度乖離したかを

表したものになっています。 

 支部別収支の収支差は、2年後の都道府県単位保険料率の算定の際に精算することとされており、この精算すべき額

を算出することを目的としています。 

 平成26年度の支部別収支差がプラスの場合は、平成28年度の保険料率算定時にその額を収入にプラスすることにな

り、保険料率を引き下げる方向に働き、逆にマイナスの場合には、その絶対値を支出にプラスすることになります

ので、保険料率を引き上げる方向に働くこととなります。 

（今回の支部別収支の収支差は、平成28年度の都道府県単位保険料率の算定の際に精算することになります。） 

次ページに、全国の収支と福岡支部の収支について掲載いたします。 
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平成26年度決算見込みに基づく福岡支部における収支差：②福岡支部の収支差 

① ② ③ ④ ⑤ 

 収支差にかかる内容について 

① 全国平均の収支差②と福岡支部の収支差③を合わせた額：約195億3,100万円 

② 全国の収支差（約3,726億円）を総報酬按分した額：約176億3,300万円 

③ 平成28年度保険料率算定時に精算すべき額（④と⑤を合わせた額）：約18億9,900万円 

④ 2年前の実績の24年度の加入者数や医療給付費をもとにして見込んだ支部の26年度の加入者1人あたり医療給付費の見込みにおいて、全国

平均との差が実績でどう変化したかを表したもの（実績の全国平均との差－料率算定時の全国平均との差）：約6億3,600万円 

⑤ 平成26年度保険料率を24年度と同率にするために各支部の収入に準備金から取り崩して充てた額（凍結前の算定方法に基づき本来必要な

保険料率と24年度保険料率との差分に、各支部の平成26年度の保険料率算定時の総報酬額の見込額を乗じたもの）と総報酬按分による準

備金取崩し額との差額：12億6,200万円 
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2. 福岡支部の収支差 

福岡支部における平成26年度の地域差分約19億円は、平成28年度保険料率算定の際には、平成26年度の総報酬額での

計算で約0.05％の料率引き下げに働くこととなる。 


